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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リリーフバルブが接続されている管路の油圧をモニタする圧力センサと、前記圧力セン
サから得られた検出信号の低域周波数成分を通過させる低域通過手段と、前記低域通過手
段の後段に接続されている表示器とを有する油圧作業機の表示装置において、
　所定の油圧アクチュエータを操作するレバーの操作量が最大であって、且つ他の油圧ア
クチュエータを操作するレバーの操作がなされていないことを検知するフルレバー検知手
段と、
　前記フルレバー検知手段から検知出力が得られているとき、前記所定の油圧アクチュエ
ータが限界変位に達したことを表す指標を出力する指標出力手段と、
　前記指標出力手段から前記指標が所定の時間以上にわたり継続して出力されているとき
には、前記低域通過手段の遮断周波数をより低域側の周波数に変更する通過特性変更手段
とを備えたことを特徴とする油圧作業機の表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の油圧作業機の表示装置において、
　前記指標出力手段は、前記所定の油圧アクチュエータを作動させる制御弁に対して所定
の操作圧が加えられたとき、前記指標を出力することを特徴とする油圧作業機の表示装置
。
【請求項３】
　請求項１に記載の油圧作業機の表示装置において、
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　前記指標出力手段は、前記所定の油圧アクチュエータの動作状態を検出する角度センサ
，ストロークセンサ，リミットスイッチ，近接スイッチおよび切換弁のうちの少なくとも
一つから出力される信号を前記指標として用いることを特徴とする油圧作業機の表示装置
。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか一項に記載の油圧作業機の表示装置において、
　前記通過特性変更手段は、前記低域通過手段の遮断周波数を変更した後に所定の時間が
経過したときには、前記低域通過手段の遮断周波数を元の遮断周波数に戻すことを特徴と
する油圧作業機の表示装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか一項に記載の油圧作業機の表示装置において、
　前記通過特性変更手段により前記遮断周波数がより低域側の周波数に変更されたときに
は、前記リリーフバルブに至る管路に接続されている油圧ポンプのポンプ容量を既定の設
定値に切り替えることを特徴とする油圧作業機の表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油圧作業機に搭載されているリリーフバルブの動作状態を表示する表示装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、表示すべき複数モードの各種表示情報を切り替え表示できるようにした建設
機械の管理モニタ装置が知られている（特許文献１）。この特許文献１では、車両の状態
や操作指示信号に応じて仕業点検にかかる項目、暖機点検にかかる項目、車体異常に関す
る項目、車体のメインテナンスにかかる項目、積載重量に関する項目、車体稼働にかかる
項目などの複数の表示画面を１つの表示画面上に切替表示するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－２８８６４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の技術では、複数の表示モードに対応して切り替え表示を行う
際に同じ表示用フィルタを用いているので、リリーフセット圧を確認しようとしても油圧
の脈動がそのまま表示されてしまい、正確なリリーフセット圧を視認することができない
という問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る油圧作業機の表示装置は、リリーフバルブが接続されている管路の油圧を
モニタする圧力センサと、前記圧力センサから得られた検出信号の低域周波数成分を通過
させる低域通過手段と、前記低域通過手段の後段に接続されている表示器とを有する油圧
作業機の表示装置において、所定の油圧アクチュエータを操作するレバーの操作量が最大
であって、且つ他の油圧アクチュエータを操作するレバーの操作がなされていないことを
検知するフルレバー検知手段と、前記フルレバー検知手段から検知出力が得られていると
き、前記所定の油圧アクチュエータが限界変位に達したことを表す指標を出力する指標出
力手段と、前記指標出力手段から前記指標が所定の時間以上にわたり継続して出力されて
いるときには、前記低域通過手段の遮断周波数をより低域側の周波数に変更する通過特性
変更手段とを備えている。さらに、前記通過特性変更手段は、前記低域通過手段の遮断周
波数を変更した後に所定の時間が経過したときには、前記低域通過手段の遮断周波数を元



(3) JP 5254262 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

の遮断周波数に戻す。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、リリーフバルブのセット圧をモニタ上に表示する際に、圧力データの
急峻な変化が生じないので、正確なリリーフセット圧を視認することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施の形態による油圧ショベル全体を示す側面図である。
【図２】図１に示した油圧ショベルに搭載されている運転室の内部を示した図である。
【図３】図１に示した油圧ショベルの油圧回路および信号処理回路を示す制御系統図であ
る。
【図４】図３に示した信号処理回路のうち、本実施の形態に関連したフィルタ特性変換系
のみを示したブロック図である。
【図５】図３に示した制御系統により実行される制御手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【０００９】
＜実施の形態＞
　図１は、本発明の一実施の形態による油圧ショベル全体を示す側面図である。本図にお
いて、下部走行体１０は、クローラ１１およびクローラフレーム１２、各クローラ１１を
独立して駆動制御する一対の走行用油圧モータ１３，１４およびその減速機構（図示せず
）を備えている。上部旋回体２０は、旋回フレーム２１と、旋回フレーム２１上に設けら
れたエンジン２２と、下部走行体１０に対して上部旋回体２０を旋回駆動させるための油
圧モータ２６とを備えている。
【００１０】
　上部旋回体２０には、起伏可能なブーム３１と、ブーム３１を駆動するためのブームシ
リンダ３２と、ブーム３１の先端部近傍に回転自在に軸支されたアーム３３と、アーム３
３を駆動するためのアームシリンダ３４と、アーム３３の先端に回転自在に軸支されたバ
ケット３５と、バケット３５を駆動するためのバケットシリンダ３６とを含んだショベル
機構（多関節型フロント作業部）３０が搭載されている。上部旋回体２０の旋回フレーム
２１上には、ブームシリンダ３２，アームシリンダ３４，バケットシリンダ３６を駆動制
御するための油圧ポンプおよび油圧制御弁を備えた油圧制御システム４０が搭載されてい
る。上部旋回体２０の左前部には運転室（キャブ）４５が設けられている。
【００１１】
　図２は、運転室（キャブ）の内部を示している。運転室４５には、オペレータが着座す
る運転席４６が設けられており、この運転席４６の前側には左，右の走行レバー４７Ａ，
４７Ｂが立設されている。運転席４５の左，右両側にはコンソール４８Ａ，４８Ｂがそれ
ぞれ設けられており、これらのコンソール４８Ａ，４８Ｂには左，右の操作レバー４９Ａ
，４９Ｂが設けられている。オペレータは、走行レバー４７Ａ，４７Ｂを傾転操作するこ
とによって走行させることができる。また、操作レバー４９Ａ，４９Ｂを傾転操作するこ
とによって上部旋回体２０を旋回させたり、フロント作業部３０のブーム３１，アーム３
３およびバケット３５を起伏動させることができる。
【００１２】
　種々の動作モードに対応した表示を行う表示器（マルチモニタ）５０は、運転席４６に
着座したオペレータが見易い位置に取り付けられている。表示器５０には、図示しない後
方監視カメラによる撮影画面，運転状態を報知するための情報（例えば、燃料の残量を示
す燃料計，エンジン冷却水の温度を示す水温計，車両の稼働時間を示すアワーメータ，各
種の警報ランプ）を表示するのみならず、リリーフバルブのセット圧をモニタするための
点検用表示を行う。この点検用表示は、本実施の形態に特有の表示モードであり、後に図
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３～図５を参照して詳述する。
【００１３】
　図３は、図１に示した油圧ショベルの油圧回路および信号処理回路を示す制御系統図で
ある。本図において、メイン油圧ポンプ６１およびパイロット油圧ポンプ６２は図示しな
い原動機により回転駆動される。メイン油圧ポンプ６３の傾転制御はレギュレータ６３に
より行われる。レギュレータ６３を駆動するためのパイロット圧を与える電磁弁６４は、
制御ユニット６５から供給される励磁電流により制御される。パイロット油圧ポンプ６２
の吐出側管路にはリリーフバルブ６５が接続されている。
【００１４】
　制御ユニット６５には、メイン管路６６に接続されている圧力センサ７０から出力され
る圧力検出信号と、パイロット圧力センサ７１Ａおよび７１Ｂから出力される圧力検出信
号とが入力されている。この制御ユニット６５は、後に詳述する条件（図５のステップＳ
１３において説明する）が満たされたとき、リリーフバルブ７７のリリーフセット圧をモ
ニタするために、本実施の形態に特有な点検モードを設定する。
【００１５】
　操作レバー７２の操作により駆動されるパイロットバルブ７３Ａおよび７３Ｂは、コン
トロールバルブ７５のスプール位置を制御する。コントロールバルブ７５から供給される
圧油により駆動される複動シリンダとして、ここではブームシリンダ３２について説明し
ていく。すなわち、操作レバー７２はブーム起伏用の操作レバーである。
【００１６】
　制御ユニット６５には、運転室内に載置されている表示器（マルチモニタ）５０および
外部記憶装置８０が接続されている。外部記憶装置８０に接続されているネットワーク８
２は、有線ネットワークあるいは無線ネットワークのいずれであってもよい。なお、ブー
ム制御系以外の各種圧力センサも制御ユニットに接続されているが、図示していない。
【００１７】
　図４は、圧力センサ７０から得られたアナログ検出信号を表示器（マルチモニタ）５０
に表示させる際のローパスフィルタ処理を示すブロック図である。本図において、圧力セ
ンサ７０から得られたアナログ検出信号はＡ／Ｄ変換器８０に入力され、ディジタル圧力
信号８１として出力される。このディジタル圧力信号８１は、処理部（ＣＰＵ）９０およ
びローパスフィルタ８３の両方に入力される。処理部（ＣＰＵ）９０では公知のショベル
制御を行うが、本実施の形態は表示器５０に表示させる圧力データに関するものであるの
で、説明は省略する。ローパスフィルタ８３はディジタルフィルタであり、フィルタ係数
を可変設定することにより、遮断周波数を変更することができる。
【００１８】
　表示器５０において、後に詳述するリリーフセット圧点検モード（以下、単に点検モー
ドという）以外の表示を行う際には、良好な画像表示がなされるようなフィルタ処理がロ
ーパスフィルタ８３で行われる。換言すると、点検モード以外の表示を行う際には、ロー
パスフィルタ８３の遮断周波数はモニタの設計上決められた既定の周波数に固定しておく
。他方、後に詳述する点検モードが設定されたときには、処理部（ＣＰＵ）９０からフィ
ルタ係数制御信号８４をローパスフィルタ８３に供給することにより、ローパスフィルタ
８３の遮断周波数をより低い周波数に変更する。
【００１９】
　図５は、図３に示した制御系統により実行される制御手順を示すフローチャートである
。以下、図１～図４を併せて参照しながら、リリーフバルブ７７のリリーフセット圧を表
示する手順について説明していく。
【００２０】
　制御ユニット６５は、パイロット圧力センサ７１Ａ，７１Ｂおよび他のパイロット圧力
センサ（図示せず）から出力される検出信号を常時監視しており、操作レバー７２または
他の操作レバー（図示せず）が操作されたことを検知する（ステップＳ１２）。いま、（
ａ）ブーム３１を最大に起立させるために、操作レバー７２のレバー操作量が最大（フル
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レバー操作）となり、且つ（ｂ）操作レバー７２以外の操作レバー（図示せず）が操作さ
れていないとき、（ｃ）コントロールバルブ７５のスプールを完全にブーム上げ方向に移
動させるためのシフト操作圧に達していることを制御ユニット６５が判定した場合には、
第１のタイマによる計時動作を起動させる。この第１のタイマは、処理部（ＣＰＵ）９０
のソフトウェアにより実現されるが、上記（ａ）ないし（ｃ）の条件が満たされたときに
発生されるトリガ信号に基づいて、ハードウェアにより実現してもよい。
【００２１】
　なお、操作レバー７２がフルレバー操作されたとき、コントロールバルブ７５に与えら
れる操作圧はスプールを完全にブーム上げ方向に移動させるためのシフト操作圧に達する
ので、第１のタイマを起動させる条件としては、（i）シフト操作圧に達したこと、およ
び（ii）操作レバー７２以外の操作レバー（図示せず）が操作されていないことを条件と
してもよい。そして、第１のタイマによるカウント値が所定の時間Ａに達したとき、制御
ユニット６５は、点検モードを設定する（ステップＳ１３：ＹＥＳ）。ここでいう点検モ
ードとは、リリーフバルブ７７のリリーフセット圧を表示器５０に表示させるための表示
モードである。
【００２２】
　ステップＳ１３において肯定判定がなされたときには、点検モードに入ってからの継続
時間を計測するために、第２のタイマを起動させる（ステップＳ１４）。第２のタイマに
より計測された点検モードの継続時間が所定時間Ｂに達するまでは（ステップＳ２１：Ｎ
Ｏ）、ローパスフィルタ８３（図４参照）の遮断周波数を通常の遮断周波数より低い周波
数に切り替える（ステップＳ１５）。それと同時に、制御ユニット６５は、リリーフセッ
ト圧を設定する条件と同じ流量であるセット流量に切り替えるよう、電磁弁６４に供給す
る励磁電流を変更する（ステップＳ１６）。その後、表示器５０に圧力データを表示させ
る（ステップＳ１７）。表示器５０に表示された圧力データを外部記憶装置８０に記憶さ
せておくことにより、リリーフセット圧の経時的変化を判定・識別することができる（ス
テップＳ１８）。
【００２３】
　ローパスフィルタ８３の遮断周波数がより低い周波数に切り替えられると、表示器５０
に送られる信号の通過帯域がより低い周波数成分に限定されるので、表示器５０に表示さ
れる圧力データは実際の脈動分を除去した緩やかなデータとなる。その結果、リリーフセ
ット圧の平均値（定常値）を容易に読み取ることができる。
【００２４】
　図４において既に説明した通り、ローパスフィルタ８３の遮断周波数を切り替えるため
には、処理部（ＣＰＵ）９０からフィルタ係数制御信号８４をローパスフィルタ８３に供
給することにより行う。なお、フィルタ係数をローパスフィルタ８３内に記憶させておく
ことにより、低域通過特性を切り替える構成としてもよい。
【００２５】
　このようにして、点検モードに入ってから所定時間Ｂが経過するまでは、脈動を抑えた
緩やかな変化の圧力データが表示される。しかし、リリーフバルブ７７の特性をチェック
するためには、実際の脈動幅も併せてモニタする必要があるので、所定時間Ｂが経過した
とき（ステップＳ２１：ＹＥＳ）には、ローパスフィルタ８３の遮断周波数を元の周波数
に戻す（ステップＳ２２）。それと同時に、点検モード継続時間を計測する第２のタイマ
の出力値を“Ｂ”にホールドし、且つ、タイマの動作を停止させる（ステップＳ２３）。
このことにより、ステップＳ１４でのカウント開始は無効となり、常にステップＳ２１で
の判定は肯定判定（ステップＳ２１：ＹＥＳ）となる。なお、表示器５０に設けてあるリ
セットスイッチ（図示せず）を押すことにより、第２のタイマの計測値を零に戻し、且つ
、カウント動作を再開させることができる。ステップＳ２４では、レバー操作量に合わせ
てポンプ流量の増減を制御する。
【００２６】
　以上のことから明らかなように、ステップＳ１３において肯定判定がなされたときには
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自動的に点検モードに入るので、ローパスフィルタ８３の遮断周波数がより低い周波数に
切り替えられるが、所定時間Ｂが経過した後には、元の遮断周波数に戻すことにより脈動
幅も読み取れるようになる。なお、ステップＳ１３における条件を満たさないときには、
点検モードとならず、通常の作業モードとして、圧力センサ７０の検出値をリアルタイム
表示する。
【００２７】
＜実施の形態による作用・効果＞
　本実施の形態によれば、以下のような作用・効果を奏することができる。
【００２８】
　（１）リリーフバルブ７７が接続されている管路６６の油圧をモニタする圧力センサ７
０と、圧力センサ７０から得られた検出信号の低域周波数成分を通過させるローパスフィ
ルタ８３と、ローパスフィルタ８３の後段に接続されている表示器５０とを有する油圧シ
ョベルの表示装置において、ブームシリンダ３２を操作するレバー７２の操作量が最大で
あって、且つ他の油圧アクチュエータ（図示せず）を操作するレバー操作がなされていな
い状態（すなわち、旋回ブーム上げなどの複合操作がなされていない状態）を検知するパ
イロット圧力センサ７１Ａ，７１Ｂおよび制御ユニット６５と、パイロット圧力センサ７
１Ａ，７１Ｂおよび制御ユニット６５により上記状態の検知結果が得られているときブー
ムシリンダ３２が限界変位に達したことを表すシフト操作圧がパイロット圧力センサ７１
Ａ，７１Ｂの検出信号として出力されていることを識別する制御ユニット６５と、ブーム
シリンダ３２が限界変位に達したことを表すシフト操作圧が所定の時間以上にわたり継続
して生じていると制御ユニット６５により識別されたときには、ローパスフィルタ８３の
遮断周波数をより低域側の周波数に変更する処理部９０とを備えているので、特別なスイ
ッチ操作などを行うことなく、正確なリリーフセット圧を目視により確認することができ
る。
【００２９】
　（２）ブームシリンダ３２の動作状態を直接測定することなく、ブームシリンダ３２を
作動させるコントロールバルブ７５に対して所定の操作圧が所定時間にわたり加えられた
ときには、ブームシリンダ３２が限界変位に達していると判断することができる。
【００３０】
　（３）処理部９０は、ローパスフィルタ８３の遮断周波数を変更した後に所定の時間Ｂ
が経過したとき（ステップＳ２１：ＹＥＳ）には、ローパスフィルタ８３の遮断周波数を
元の遮断周波数に戻すので、リリーフセット圧の平均値を観測した後に、実際の脈動幅を
モニタすることができる。すなわち、リリーフセット圧をモニタする際に２種類の表示が
同一画面上で自動的に切り替わるので、操作者に対する負担を軽減することができる。
【００３１】
＜その他の変形例＞
　（１）これまで説明してきた実施の形態では、油圧ショベルのブームシリンダについて
説明してきたが、他の油圧アクチュエータにも適用可能なことは勿論である。また、油圧
ショベルに限らず、ホイールローダ，クローラクレーン等の建設機械あるいは物資運搬機
械を含む各種の油圧作業機に適用することができる。また、油圧アクチュエータとして油
圧シリンダを例に挙げて説明したが、作業機の種類によっては油圧シリンダに限定される
ものではない。
【００３２】
　（２）これまで説明してきた実施の形態では、油圧シリンダが限界変位に達したことを
表すシフト操作圧をパイロット圧力センサにより検知しているが、これは単なる例示であ
って、その他の各種手法を採ることができる。例えば、コントロールバルブのシフト操作
圧を用いる代わりに、ブームの角度センサ出力，油圧シリンダに内蔵されている近接スイ
ッチの出力，ブーム自体あるいは油圧シリンダに取り付けられているリミットスイッチの
出力，ブームシリンダのストロークセンサ出力を用いることもできる。さらに、起伏限界
角度に起立したブームにより切換え操作される切換弁（特開８－２４５１８２号公報参照
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）を用いることもできる。換言すると、所定の油圧アクチュエータを操作するレバーの操
作量が最大であって、且つ他の油圧アクチュエータを操作するレバー操作がなされていな
いこと（すなわち、複合操作がなされていないこと）が検知されているときには、所定の
油圧アクチュエータが限界変位（最大ブーム起立に対応する）に達していることを表すに
足りる任意の指標を用いることができる。
【００３３】
　（３）これまで説明してきた実施の形態では、ローパスフィルタの遮断周波数を切り替
えるために、ディジタルフィルタのフィルタ係数を入れ替える構成としてきたが、２種類
のアナログフィルタをスイッチにより切り替えてもよい。また、圧力センサ７０の直後に
アナログフィルタを挿入し、そのアナログフィルタを切り替える構成としてもよい。
【００３４】
　（４）ローパスフィルタとして、ディジタルフィルタあるいはアナログフィルタを用い
る他に、実質的にローパスフィルタと等価な機能を有する低域通過手段であれば、どのよ
うな回路あるいは演算手法を用いてもよい。例えば、表示器に表示させる圧力データの移
動平均を演算することにより、ローパスフィルタ効果を与えてもよい。
【００３５】
　以上の説明はあくまで一例であり、本発明の特徴を損なわない限り、本発明は上述した
実施の形態および変形例に限定されるものではない。
　実施の形態と変形例の一つとを組み合わせること、もしくは、実施の形態と変形例の複
数とを組み合わせることも可能である。
　変形例同士をどのように組み合わせることも可能である。
　さらに、本発明の技術的思想の範囲内で考えられる他の形態についても、本発明の範囲
内に含まれる。
【符号の説明】
【００３６】
１０　下部走行体
１３，１４　走行用油圧モータ
２０　上部旋回体
２２　エンジン
３１　ブーム
３２　ブームシリンダ
３３　アーム
３４　アームシリンダ
３５　バケット
３６　バケットシリンダ
４０　油圧制御システム
５０　表示器
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